医薬第１７７９号　
令和７年（2025年）10月６日　

　各保健所設置市保健所長　様

北海道保健福祉部地域医療推進局　
医務薬務課看護政策担当課長　

「保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第４
号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について
　このことについて、別紙のとおり厚生労働省医政局長から通知がありましたので、お知らせします。
　また、本改正に基づき、「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」の実習の取扱いについても別添事務連絡のとおり整理されましたので、併せてお知らせします。
　つきましては、御多忙中恐縮ですが、貴市内医療機関へ周知いただけますようお願いいたします。
　なお、北海道医師会、北海道看護協会には当課から通知しておりますほか、厚生労働省医政局から別記関係団体へ周知していることを申し添えます。
記
【送付内容】
１　「保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第 ４号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について（令和７年９月26日付け医政発0926第２号厚生労働省医政局長通知）
２　新旧対照表
３　【改正後全文】施行通知
４　看護師の特定行為研修における「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」の取扱いについて（令和７年９月29日付け事務連絡）
５　別記関係団体

※電子申請様式は、厚生労働省HPに公表されております。
特定行為に係る看護師の研修制度 ｜厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html



連絡先
看護政策係　岩井
　ＴＥＬ　011-231-4111（内線25-363）
　E-mail　iwai.yuka@pref.hokkaido.lg.jp

